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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（セレコキシブ組成物－「セレコキシブ粒子が、ピンミルのような衝撃式
ミルで粉砕されたものであり」の明確性、取消判決の拘束力が及ぶ範囲）［上］（全２回）

－令和4年（行ケ）第10127－10130号（第1－第4事件）、令和5年（行ケ）第10027号（第5事件）　令和6年3月18日判決言渡－

事案の概要

本件は、発明の名称を「セレコキシブ組成物」とする特許第3563036号（請求項の数19）に対する無効
審判請求（無効2016－800112号；本件無効審判）において、請求不成立とした第２次審決（本件審決）の
取消訴訟である。本件無効審判の請求人は第２事件原告であり、第４、第５事件原告は第１次審決までに、
第１、第３事件原告は本件審決までに、請求人側への参加を申請し、それぞれ参加許可の決定を受けた。
訂正請求を認めた上で請求不成立とした第１次審決について、知財高裁は、サポート要件違反を認定し、
審決取消の判決（前訴判決）をした（確定済）。再び特許庁に係属した本件無効審判において、被請求人
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